
　市では、国内での新型コロナウイルス感染症の不安が生じ始めた２月３日に新型コロナ
ウイルス感染症対策連絡会議を開催し、県・病院・教育・警察・消防などの関係者が各団体
の役割分担を確認するなどの対策を始めました。その後、市長以下、副市長、教育長、各部
長による本部会議で方針や対応を決定するとともに、広報ふじおか２月15日号で感染症対策
の特集ページを掲載するなど情報を随時発信してきました。
　今後も市民の皆さんや事業者への各種支援施策を拡充し、安全・安心な藤岡市となるよう
取り組んでいきます。
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◆新型コロナウイルス感染症対策チーム・コールセンターを設置（☎㉒1211㈹）
　相談対応、各種相談窓口の案内を実施し、職員体制を強化するため、専属職員を４人配置
しました。併せてコールセンターも開設しましたので、市役所代表電話（☎㉒1211）へ電話し、
コールセンターへつなぐよう伝えてください。

◆ＤＶ相談窓口の設置（問い合わせ　子ども課☎402268）
　配偶者暴力相談支援センターに女性の相談員１人を配置し、相談を行っています。

◆徴収猶予、納期の延長など（問い合わせ　建築課☎402326、教育総務課☎508211）
　市営住宅家賃の徴収猶予、奨学金の返済延長、普通財産貸付料の納期延長の措置を取ってい
ます。

◆学校開放時における給食の提供（問い合わせ　学校教育課☎508212）
　臨時休校中の学校開放時に、希望する児童生徒に給食を提供しました。

◆加湿器、体温計、消毒液、マスクの配布（問い合わせ　健康づくり課☎㉒1211㈹）
　市内小中学校や保育所、高齢者・医療施設などに感染予防対策物品として加湿器200台、非
接触型体温計20個、消毒液200本、マスク25万枚を配布しました。

◆次亜塩素酸水生成装置の設置（問い合わせ　健康づくり課☎㉒1211㈹）
　消毒液として使用する次亜塩素酸水の生成装置を市保健センターなどに設置し、小中学校や
市有施設などへ配布しています。

◆飛沫感染対策ボードの設置（問い合わせ　健康づくり課☎㉒1211㈹）
　市民への感染防止対策として、窓口カウンターにアクリルボードを設置しました。

◆介護予防筋力トレーニング動画の公開（問い合わせ　介護高齢課☎402809）
　保健師が作成した各地区で行われている筋力トレーニング動画を市ホームページに掲載しま
した。
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◆支援を一覧にした案内ページの開設（問い合わせ　健康づくり課☎㉒1211㈹）
　収入の減少などによる貸し付けや補助金、支援を一覧にし市ホームページに掲載します。

◆水道料金等支払い猶予（問い合わせ　経営課☎㉒1951）
　支払いが困難な場合は、最長４カ月支払いが猶予となります。

◆国における減収した法人・個人事業主の持続化給付金の支給

◆ワンストップ相談窓口の設置（問い合わせ　商工観光課☎402318）
　融資制度の案内や補助金などの情報提供、相談を受けるワンストップ窓口を設置します。また、
市ホームページに国・県などの融資制度を一覧にしたページを掲載します。

◆支援相談会の実施（問い合わせ　商工観光課☎402318）
　ハローワーク、金融機関、商工会議所などの専門家が参加し、支援相談会を実施します。

◆デリバリー・テイクアウト店舗のＰＲ（問い合わせ　商工観光課☎402318）
　市内店舗のテイクアウトやデリバリー情報を市ホームページでＰＲします。

◆保育園・幼稚園・認定こども園への支援（問い合わせ　子ども課☎402385）
　感染予防対策のための財政支援として１施設50万円の感染症予防物品を配布します。

◆マスク配布（問い合わせ　介護高齢課☎402294）
　独居高齢者に使い捨てマスクを配布します。

◆国における一律10万円特別定額給付金の支給

◆奨学資金の貸与要件緩和（問い合わせ　教育総務課☎508211）
　高校生、大学生などの保護者の収入が激減する場合は、所得要件に関係なく該当となります。

新型コロナウイルス感染症対策
－緊急事態宣言が全国に拡大し発令－

個人・事業者への各種支援一覧

これまでの市の対策をまとめました

給付金の準備を進めています
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、個
人や事業者を対象にした国の給付制度が始まり
ます。
　国からの給付金支給については、速やかに支
給ができるよう、庁内体制を整えて準備を進め
ています。

　特別定額給付金　
国民１人当たり一律10万円
　持続化給付金　
法人200万円、個人事業主100万円
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